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改
訂
前
後
の
コ
ー
ド
と
Ｃ
Ｇ
報
告
書
の
関
係
は
？

改
訂
版
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
等
の

概
要
と
対
応
期
限
の
留
意
点

第１章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
２
０
２
１
年
６
月
、Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
が
改
訂

さ
れ
た
。

●
上
場
会
社
は
、Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
改
訂
へ
の

対
応
に
つ
い
て
、準
備
が
で
き
次
第
速

や
か
に
、遅
く
と
も
２
０
２
１
年
12
月

末
日
ま
で
に
、変
更
後
の
Ｃ
Ｇ
報
告
書

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

●
た
だ
し
、市
場
区
分
の
見
直
し
後
の
プ

ラ
イ
ム
市
場
の
上
場
会
社
の
み
を
対
象

と
す
る
原
則
に
つ
い
て
は
、２
０
２
２
年

４
月
４
日
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
改
訂
の

概
要２

０
２
１
年
６
月
11
日
、「
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
」（
以
下
、「
Ｃ
Ｇ

コ
ー
ド
」と
い
う
）お
よ
び「
投
資
家
と
企

業
の
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下
、「
対
話

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」と
い
う
）の
各
改
訂
版
が
、

パ
ブ
リ
ッ
ク・コ
メ
ン
ト
の
結
果（
Ｃ
Ｇ
コ
ー

ド
の
改
訂
案
に
係
る
同
結
果
⑴

を
以
下
、

「
パ
ブ
コ
メ
回
答
」と
い
う
）と
と
も
に
公

表
さ
れ
た
。
今
回
の
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
改
訂

は
、
２
０
１
５
年
の
制
定
後
、
２
０
１
８

年
の
改
訂
に
続
き
、
２
回
目
と
な
る
。

改
訂
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
金

融
庁
お
よ
び
㈱
東
京
証
券
取
引
所（
以
下
、

「
東
証
」と
い
う
）の
各
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

は
、
図
表
１
に
掲
げ
る
事
項
が
そ
の
主
な

ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
主
た
る
担
い
手
は
、

取
締
役
会
で
あ
り
、
図
表
１
の
と
お
り
、

今
回
の
改
訂
で
も
、
取
締
役
会
の
機
能
強

化
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
項
が
追
加
さ

れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
第
２
章
以
下
で
述

べ
る
と
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
対
応

Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
改
訂
へ
の

対
応
期
限

本
題
に
入
る
前
に
、
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
改

訂
へ
の
対
応
期
限
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き

た
い
。
改
訂
版
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
、
そ
の
公

表
日
で
あ
る
２
０
２
１
年
６
月
11
日
か
ら

施
行
さ
れ
て
い
る
。
上
場
会
社
は
、
Ｃ
Ｇ

コ
ー
ド
上
の
各
原
則
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

実
施
す
る
か
、
ま
た
は
実
施
し
な
い
場
合

に
は
そ
の
理
由
を
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書（
以
下
、「
Ｃ
Ｇ

報
告
書
」と
い
う
）に
お
い
て
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い（
東
証
の
有
価
証
券
上
場

（図表１）　金融庁および東証がＣＧコードおよび対話ガイドライ
ンの改訂の主なポイントとして掲げる事項

１　取締役会の機能発揮
①　プライム市場の上場会社において、独立社外取締役を3分
の1以上選任（必要な場合には、過半数の選任の検討を慫慂）
（原則4-8）
②　指名委員会・報酬委員会の設置（プライム市場の上場会社は、
独立社外取締役を委員会の過半数選任）（補充原則4-10①）
③　経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル（知識・
経験・能力）と、各取締役のスキルとの対応関係の公表（補
充原則4-11①）
④　他社での経営経験を有する経営人材の独立社外取締役へ
の選任（補充原則4-11①）

２　企業の中核人材における多様性の確保
①　管理職における多様性の確保（女性・外国人・中途採用者
の登用）についての考え方と測定可能な自主目標の設定（補充
原則2-4①）
②　多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針
をその実施状況とあわせて公表（補充原則2-4①）

３　サステナビリティをめぐる課題への取組み
①　プライム市場の上場会社において、気候関連財務情報開示
タスクフォース（TCFD）またはそれと同等の国際的枠組みに
基づく気候変動開示の質と量を充実（補充原則3-1③）
②　サステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取
組みを開示（補充原則3-1③、4-2②）

４　上記以外の主な課題
①　プライム市場に上場する「子会社」において、独立社外取
締役を過半数選任または利益相反管理のための委員会の設置
（補充原則4-8③）
②　プライム市場の上場会社において、議決権電子行使プラッ
トフォーム利用と英文開示の促進（補充原則1-2④、3-1②）

※　カッコ内の原則は、ＣＧコードの原則を示す。

の
あ
り
方
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑴　

東
証「『
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
の
提
言
を
踏
ま
え
た

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
一
部
改
訂
に
係
る

上
場
制
度
の
整
備
に
つ
い
て（
市
場
区
分
の
再
編
に
係
る
第

三
次
制
度
改
正
事
項
）』に
寄
せ
ら
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ

メ
ン
ト
の
結
果
に
つ
い
て
」（
２
０
２
１
年
６
月
11
日
）。以

下
、
パ
ブ
コ
メ
回
答
に
係
る
番
号
は
、
当
該
書
面
に
お
い
て

東
証
の
考
え
方
が
記
載
さ
れ
た「
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
考
え

方
」の
欄
の
番
号
を
指
す
。


